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     しまね社会貢献基金クラウドファンディング事業 

     採択後の事業の進め方 

事業採択後の実施方法 

 

○採択された事業は、「補助事業」として実施していただきます。 

○事業については、実施方法・執行額などについて条件を付す場合があります。 

○補助金交付額については、経費の内容等を精査のうえ決定します。 

１． 採択後から交付決定までの手続き 

（１）クラウドファンディングによる寄附金募集 

・採択通知を受け取った実施団体は、「県民いきいき活動応援サイト 島根いきいき広場」にお

いて情報登録申請し、県の承認を得た後、クラウドファンディングを開始してください。 

※詳細はＰ３～４「クラウドファンディング実施手続き」をご確認ください。 

・募集期間は最長２カ月です。募集期間を１カ月で設定していた場合に限り、募集期間終了後、

目標額に達していなければ１ヶ月延長可能です。 

実施団体 県 

（NPO活動推進室） 

③クラウドファンディング

情報登録申請 

①採択通知 

 

⑨実績報告 ⑩完了検査 

⑦交付申請 ⑧交付決定 

⑤寄附状況通知 

(寄附金納付が未確定の場合

は、確定し次第、再度通知) 

 

寄附募集スタート 

（１～２カ月間） 

②受理 

④承認＝公開 

⑥受理 

※概算払 

※概算払が必要な場合は 

概算払請求書を提出 

事
業
実
施 

⑪額の確定通知・補助金支払 

※寄附状況通知受理後、概ね 2週間以内に交付申請書を提出してください！ 
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（２）寄附状況通知  

    ・寄附募集期間終了後、県から「寄附状況通知」を送付します。 

    ・寄附状況通知では以下の額をお知らせします。 

① 寄附申込額（期間内の寄附申込額の合計） 

② 寄附確定額（①の内、県において入金を確認した額の合計） 

  ・①と②に差額がない場合は、（３）の交付申請を行ってください。 

・①と②に差額がある場合は、申込のあった寄附の内、未入金の寄附金がある状態です。 

その場合、後日、県が期限とする納期限※1までに入金があったものを寄附確定額とし、再度

実施団体に通知します。実施団体は再度通知において寄附確定額を確認し、（３）の交付申

請を行ってください。 

    ・納期限を過ぎて入金された寄附金は通常の団体希望寄附へ充当します。 

（３）交付申請・交付決定 

・県からの寄附状況通知に、交付申請手続きの様式を添付して送付します。（県ＨＰでも様式

データがダウンロードできます。） 

・実施団体は、「活動支援金交付申請書（様式第５号）」を県に提出してください。 

 ※寄附状況通知受理後、概ね２週間以内に交付申請書を提出してください。 

・県で補助金交付申請書の内容を審査のうえ、実施団体へ交付決定を行います。 

 

 ２．交付決定後の手続き 

・事業内容の大幅な変更が生じる場合は、「活動支援金変更交付申請書（様式第６号）」の提出が

必要になります。 

・事業実施に際して当面必要な経費については概算払※2を受けることができますので、事前に県

へ相談の上、「活動支援金概算払請求書（様式第８号）」を提出してください。 

・事業の実施は、事業実施年度の年度末３月３１日までです。 

 

 ３．事業実施後の手続き（実績報告・額の確定） 

・事業完了後３０日以内又は事業実施年度の年度末３月３１日のいずれか早い日までに「社会貢

献活動事業実績報告書（様式第７号）」を県へ提出してください。 

・県は、実績報告書の内容に基づき完了検査を行い、検査に合格した場合は提案団体に通知する

とともに、補助金（概算払がある場合は残額）を支払います。 

 

４．注意事項 

・手続きは「補助金等交付規則（昭和 32 島根県規則第 32 号）」、「島根県社会貢献活動促進基金

実施要綱（平成 21年島根県告示第 15号）」により行ってください。 

・各種申請及び提出にあたって書類に事業名・団体名・代表者名を記載する際は、事業採択書に

記載されている事業名・団体名・代表者名を記載してください。 

（例：団体名「特定非営利活動法人○○」、代表者名「理事長▲▲」として採択を受けた場合は、

その後、県に提出する書類の団体名を「ＮＰＯ法人○○」としたり、代表者名を「理事▲

▲」等に変更しないでください。） 

                             
※1 県が申込を確認した後、寄附者へ納入通知書を送付します。納期限は通知日から起算して１５日後

です。 
※2 概算払を受けることができるのは、交付決定後に限ります。 
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クラウドファンディング実施手続き 

採択通知を受け取った実施団体は、以下の手順でクラウドファンディングを開始してください。 

 

 

１．「県民活動応援サイト 島根いきいき広場」（以下、「いきいき広場」という）への団体登録 

（１）既に団体登録をしている方 

→２へ 

 

（２）未登録の方 

  →クラウドファンディングを「いきいき広場」において実施するためには、「いきいき広場」に

団体登録をする必要があります。下記ＵＲＬから新規団体登録をお願いします。 

https://www.shimane-ikiiki.jp/entry/entry_group.html 

 

クラウドファンディング権限付与 

・団体登録後、県がクラウドファンディング情報登録をできる権限を付与します。（権限付与に

関して団体側の手続きはありません。） 

・権限付与後、県から実施団体の担当者に電話又はメールでご連絡します。 

 

 

２．クラウドファンディング情報登録 

・サイドメニューのクラウドファンディング情報登録画面から情報登録を行ってください。 

・なお、登録にあたっては団体活動支援事業申請時に提出いただいた「いきいき広場寄附募集画面

記載項目等」を参照してください。 

・文字の大きさ変更や画像の挿入が可能です。詳細については、別途、サイトマニュアル「クラウ

ドファンディング情報登録編」をメールにて送付いたしますので、内容を必ずご確認ください。 

 

 

３．クラウドファンディング情報登録後 

クラウドファンディング登録情報のすべての入力が完了した後、“申請”ボタンをクリックしてい

ください。その後、県が登録情報を確認し、“承認”すると、クラウドファンディング情報の画面

に表示され一般公開されます。 

 

 

４．クラウドファンディング情報公開後 

・公開後の情報については、必須項目（団体名、事業名、事業実施地域、事業の分野、目標金額、

募集期間）以外は自由に編集することができます。（変更後は変更通知が県に届きます。） 

・なお、必須項目については、原則変更不可です。 

 

 

 

https://www.shimane-ikiiki.jp/entry/entry_group.html
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５．クラウドファンディング募集期間終了後 

（１）期間内に目標金額を達成した場合 

目標金額に達した時点で、募集期間内であっても寄附募集を停止します。 

（２）期間内に目標金額に達しなかった場合 

・目標金額の達成に関わらず募集期間終了時点で寄附の募集を停止します。 

・募集期間内に寄附のあった金額で事業を実施していただきます。 

 

 

（問い合わせ先） 

島根県環境生活部環境生活総務課 

ＮＰＯ活動推進室 

℡：０８５２－２２－５０９６ 

Mail：npo@pref.shimane.lg.jp 


